
 
 土地改良法等の一部を改正する法律（令和７年法律第14号）第１条の規定による改正前の土地改良 

法（昭和24年法律第19 5号）第18条第17項の規定により、香川県三郎池土地改良区から役員の就任に 

ついて次のとおり届出があった。 

  令和７年４月22日 

                          香川県知事  池  田  豊  人 

 役員の 

 種 類 

 理 事 佐々木 等    高松市川島本町86 6番地           令和７年３月25日 

 〃   小野坂 信行   高松市由良町87 4番地１           〃 

氏    名 住           所 就任年月日 


